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西蒲区公民館分館 

（かたひがし生活体験館） 

の廃止について 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○潟東地区公民館 

 

 



                                          

 

西蒲区公民館分館（かたひがし生活体験館）廃止について 
 

○新潟市公民館条例の一部改正について 
・第３条第２項の表中 新潟市潟東地区公民館の項を削る。 

 
【廃止の項】 

 
 
 
 

○施行の期日 
   ・２０２０年４月１日 

 
○廃止理由 

   ・新潟市財産経営推進計画 潟東地域実行計画による公共施設の再編 
・施設の老朽化 

 
○新潟市かたひがし生活体験館【概要】 

    管理体制  無人施設 潟東地区公民館で鍵等受渡（H29 稼働率 3.2％） 
    所 在 地  西蒲区三方９１番地 
    開館時間   ９:００～２１:３０ 
    休 館 日  年末年始 
    使用料（午前９時から正午まで利用の場合） 

陶芸体験室 200 円 調理室 400 円 会議室 300 円 木工体験室 300 円 
    建 築 年 昭和５０年（潟東村学校給食共同調理場として建設，平成１６年４月 
         より現在に至る。） 
    構 造 等 鉄骨造（一部木造）敷地面積 1,003.44 ㎡ 床面積 316.89 ㎡ 

 
 
 
 
 

 
 
    

 

正 面            陶芸体験室             調理室 

 

公民館 分館の名称 分館の位置 

新潟市潟東地区公民館 

 

新 潟 市 か た ひ が し 

生活体験館 
新 潟 市 西 蒲 区 三 方 

９１番地 
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